
 
令和８年１月２８日 

 
オープンカウンター方式による見積合わせについて 

 
分任支出負担行為担当官 

群馬森林管理署長 野畑 直城 
 
 下記の案件について見積合わせを実施しますので、参加希望の者は期限までに見積書の提出をお願いします。 

 

記 

 

１ 件   名  第１号物件 物品の購入（事務用品ほか） 

          第２号物件 物品の購入（現場用品ほか） 

          第３号物件 物品の購入（熊忌避剤ほか） 

          第４号物件 有害鳥獣対策用品 

第５号物件 病虫病害対策用品 

                                

２ 納 入 期 限  令和８年３月２０日（金） 

 

３ 納 入 場 所  群馬森林管理署 (群馬県前橋市岩神町 4-16-25) 

 

４ 見積書等提出  日時 令和８年２月１３日（金） 午後４時 00 分まで 

の日時・場所  場所 群馬森林管理署 総務グループ（経理担当） 

       ※電子調達システムを用いて見積合せを実施しますので、上記日時までに、電子調達システムによ

る提出をお願いします。 

※電子調達システムで提出することができない場合は、持参若しくは郵便による提出を認めます。 

（提出方法は「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項」による。） 

 

５ 提 出 書 類 （１）見積書 

※電子調達システムで提出する場合の見積額は税抜き金額を入力してください。

※紙で提出する場合の見積額は税抜金額と税込金額がわかるように記載し、必ず日付を記載してく

ださい。 

※見積書の日付は２月１３日（金）としてください。 

（２）令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）、関東・甲信越地域の競争 

参加資格（「物品の販売」又は「物品の製造」）の写し 

   ※電子調達システムを用いて参加する場合は、上記２点を内訳書データとして送信して下さい。 

※郵送、持参する場合は、上記書類を合封して封緘し、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱 

書きで記載のうえ提出して下さい。 

 

６ 契約の締結日 見積採用の日から 1 週間以内 

   

７ 必要な資格等 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東、甲信越地域の競争 

参加資格（「物品の販売」又は「物品の製造」を有する者である事）。 

 

８ そ の 他 （１）見積書の提出前に、「オープンカウンター方式の見積依頼に係る留意事項」及び「関東森林 

管理局随意契約見積心得」を必ず確認して下さい。 

（２）見積書を提出した場合は、「契約条件書」を承諾したものとみなします。 

（３）仕様書の物品の内、例示品と同等の品質、規格を満たす物品で見積りする場合は、令和８年 

２月６日(金)午後３時００分までに、担当者に必要書類を確認のうえ提案し、了承を得てく 

ださい。 

 

担 当：総務グループ  経理担当  

電 話：０２７-２１０－１２０３  



 

契 約 条 件 書（売買） 

 

１ この契約条項において分任支出負担行為担当官を甲とし、見積書提出者(又は見積者)を乙と呼

称する。 

２ 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲の検査を受け、これに合格したときを

もって引渡しを完了したものとする。 

 甲は納入の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行うものとする。 

３ 検査に不合格のものがあったときは、納入期限内又は甲の指定した期限内に代品と引換え納入

して甲の検査を受ける。この場合は前項の条件を適用する。 

４ 乙は納入期限までに物品を納入することができないときは、すみやかに納入期限の延長を申し

出るものとする。 

５ 乙は天災その他不可抗力による場合のほか、納入期限までに物品を納入できないときは、 遅

延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年 3.0 パーセントの遅滞違約金を甲に支

払うものとする。 

６ 乙は物品の引渡しを完了したときは、売買代金の支払を請求することができる。 

７ 甲は適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとし、甲の責に帰する

理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定により決定された率を乗じて計算

した額の遅延利息を乙に支払うものとする。 

８ 引渡し完了後 1 年以内に契約物品にかくれたかしがあった場合は、乙は甲の指示に従い、代品

と引換え又は補修費を負担するものとする。 

９ 甲は乙がこの契約に関し義務不履行、不正行為があったと認めたとき、又は乙の都合により解

約を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合に乙は、解除

部分に対する契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を甲に支払うものとする。 

10 前各項のほか定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。 

11 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決する

ものとする。 

 



１．調達物品
第２号物件　物品の購入（現場用品ほか）

例示品（メーカー・型番等）

規格・品質

MAX・ステープル/T3-13BM

幅13mm、長さ13mm、1梱包：1000本×20箱

大崎商店・路肩ポール(ロープスティック）OS-940

B 2段 φ16×1500mm

カインズ・カット鋼材 異形丸鋼 10φ×1m/4996129100362

本体サイズ：長さ1000mm　10パイ、材質：スチール、10φ×1m

カインズ・カット鋼材 異形丸鋼  10φ×2m/4996129100379

本体サイズ：長さ2000mm　10パイ、材質：スチール、10φ×2m

Columbia・レディースSABER V LOOUTDRY 506

24.5cm、合成ゴム、フェイクレザー

オートグリム・霜取り(氷)用 ディ・アイサー・20ADI500JP

容量：500ml

ワコー・柄付洗車スポンジDX・CS-30

柄付き、全長400mm、スポンジサイズ：185mm  

トラスコ中山・アドブルーAdBlue

容量：20l

六本木商店・アルミ複合板

A4サイズ2穴、アルミ製、穴開け箇所の詳細は別紙仕様書①のとおり

六本木商店・アルミ支柱

2㎝角、1500mm、２穴、穴開け箇所等の詳細は別紙仕様書②のとおり

ヤマサ醤油・有機丸大豆の吟選しょうゆ 1L x6キシラデコール♯111ウォルナット4L

1箱(1L×6本)

カインズ・日本海水 食塩 5kg

1袋5Kg、原材料：海水

合　　計 62

２．納入

３．責任の所在

４．その他

問い合わせ先

群馬森林管理署　総務グループ

〒３７１－８５０８　群馬県前橋市岩神町四丁目１６－２５

電話番号　０２７－２１０－１２０３

上記の規格・品質欄の例示品又は例示品と同等の品質・規格を満たす物品

納入場所は群馬森林管理署（群馬県前橋市岩神町4丁目16-25）、納入数量は上記のとおりとし、納入期限は令
和8年3月20日とする。

業務の履行については、受注者が最終的に責任を負うこと。

詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打合せを行うものとする。

12 誘引剤(シカ） - 1 袋

11 誘引剤(シカ） - 1 箱

10 支柱 - 10 本

9 複合板 - 10 枚

8 高品位尿素水(車両用) - 4 個

7 スポンジ(車両用) - 1 個

6 霜取りスプレー（車両用） - 6 個

5 作業靴 パープル 1 足

4 建築資材 - 6 本

3 建築資材 - 3 本

2 路肩ポール - 10 本

1 ステープル - 9 梱包

仕　　様　　書

番号 物品名 色
納入
数量

単位



別紙仕様書 ① 

支柱 仕様書 

支柱穴開け箇所（２か所）① 支柱長さ 約１.５ｍ



別紙仕様書 ② 

アルミ複合板 仕様書 

アルミ複合板（A4 サイズ） アルミ複合板穴開け箇所（２か所）

※複合板の色等は指定なし 



 

オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

 

1.見積合わせに参加する者に必要な資格等 

(1)予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者である 

こと。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3)関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(4)令和7･8･9年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、関東、甲信越地域の競争

参加資格（「物品の製造」又は「物品の販売」）を有する者であること。 

※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積書に関する諸条件に

違反した見積書は無効とします。 

 

2.見積書の提出先 

群馬森林管理署総務グループ（経理担当）（TEL:027-210-1203） 

〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4-16-25  

※1 見積書を郵送する場合は締切日時必着とし、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱書き

して下さい。 

※2 見積書の宛名は「群馬森林管理署長」として下さい。 

 

3.契約書等の作成の要否 

会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、請書の徴収または契約書を作成します。 

（契約金額により省略する場合もあります。） 

 

4.その他 

(1)参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約を行うことができるもの

とします。 

(2)見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 

(3)契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 











　　　分任支出負担行為担当官

　　　群馬森林管理署長　野畑　直城　殿

（見積人）

住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名

（代理人）

氏　　　　名

（見積内訳）

品名 規格 数量 単位 単価 金額

見　　積　　書 　(例）

令和　　　年　　　月　　　日

　ただし、第　　号物件　　　　　　　　　　の代金　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税込）　　　

　上記のとおり、見積心得及び見積依頼書記載事項を承知の上、見積りします。

小計

消費税

計（見積金額に一致）



提 案 書 

 

 

 

分任支出負担行為担当官 

  群馬森林管理署長  殿 

 

  

 

 

                                    令和  年  月  日提出 

 

 

 

 

                             商号又は名称 

                               代表者役職氏名 

 

                                                                  

 

 

 令和 年 月  日公告の物件番号   号に係る納入物品について、別紙のと

おり提案します。 

 なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

１ 所属部課名： 

２ 役   職： 

３ 担当者氏名： 

４ 電 話 番 号： 

５ メールアドレス： 

 

 

・・・・・・・・・ 以下、森林管理署担当者 記入欄 ・・・・・・・・・・ 

 

 

群馬森林管理署 

 担当者提案書 

確認欄 

 

 

 



  別紙 第   号物件            提案書内訳                 商号又は名称 

型 式 及 び 数 量  
 

要 求 仕 様 に 対 す

る 対 応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。 


